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関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　９月の敬老の日にちなみ、市内最高齢者や白寿（９月１日現在
で99歳）を迎えた高齢者と長寿のお祝いをしました。
　祝い品と祝い状を受けられたのは、市内最高齢の安藤か み
さん（107歳・椿世町）と、白寿の明石きみへさん（白木町）、一見
いはさん（太森町）、井上千津子さん（太岡寺町）、上田和さん（関町
新所）、浦野佐郎さん（太森町）、 山よ さん（関町新所）、川戸
さつゑさん（辺法寺町）、桜井惠一さん（関町新所）、櫻井つやゑさ
ん（布気町）、内藤あや さん（太森町）、橋本なみさん（みずほ台）、
日比たつをさん（関町坂下）、藤瀬しけのさん（布気町）、松尾さだ
さん（西町）、丸橋範義さん（天神二丁目）、宮﨑きくさん（関町木
崎）です。 市内最高齢の安藤か みさん

平成29年度

市民活動応援制度
登録希望の市民活動団体を募集

申請期間

10月３日（月）～31日（月）
　制度に登録することで、地域まちづくり
協議会や市民から受け取った応援券によ
り、市から「応援交付金」が交付されます。
その応援交付金は、その後の活動資金とし
てご活用いただけます。
※ 申請を受付後、審査検証委員会の審査を

経て登録を決定します。
※ 申請方法など詳しくは、市民文化部文化

振興局共生社会推進室へお問い合わせく
ださい。

団体登録説明会を開催します!
と　き　いずれかにご参加ください。
▷10月４日（火）　午前10時～
▷10月13日（木）　午後７時～
ところ　市民協働センター「みらい」

問合先　市民文化部文化振興局
　　　　共生社会推進室（☎84－5066）

＜応募要件＞
市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動
を行う団体で、次の要件をすべて満たしている市民活動団体

市内に事務所（代表者の自宅でも可）を有し、市内において
活動していること
市内に住所を有する者３人以上で構成していること
規約または会則等を有していること
平成29年４月１日において２年以上継続的に活動を行った
実績を有し、今後も市内において活動を行う予定があること
市民を主たる対象とする活動を行っていること（特別の理
由がない限り、市内全域において事業またはサービスの提
供ができる団体であること）
専ら団体の構成員のみを対象としない活動をしていること

（自分たちだけの活動ではなく、事業またはサービスの提
供ができる団体であること)
公序良俗に反する活動をしていないこと
法令に違反する活動をしていないこと
宗教活動または政治活動をしていないこと
応援金の交付を受けようとする年度（平成30年度）に市の
補助金等および亀山市社会福祉協議会の助成金等の交付
を受けていないこと、または受ける予定がないこと
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